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概 要 

 

濫原に定住することには多くの利点があり、このことは例えば、オランダやバング

ラデシュで人口密度が非常に高いことからも明らかである。災害を軽減するため

に氾濫原や湿地帯への居住を制限することは、このような土地での社会経済発展

の可能性を制約することになる。 

 統合洪水管理（IFM）とは、統合水資源管理（IWRM）の考え方のもと、氾濫原を最大限かつ

効率的に利用するとともに、人命の損失を最小にすることを目指して、河川流域での土地開

発と水資源開発を統合するものである。したがって、氾濫原の効率的な利用が長期的に向上

するのであれば、ときに生じる洪水による損失は受け入れられるものとなる。 

 統合水資源管理は世界水パートナーシップ（GWP）によって以下のように定義されている。

「水、土地ならびにそれらに関連する資源について、調整の取れた管理および開発を促進す

るプロセスであり、欠かすことのできない生態系の持続性が損なわれないようにしつつ、結

果として得られる経済的・社会的福利を公平な形で最大化する事を目指すものである。」こ

れは一つの対策がシステム全体に影響を及ぼすという認識にもとづいており、より積極的に

は、統合的管理によって、一つの対策から複数のメリットを得られうるということを意味す

る。 

 統合水資源管理の考え方に沿って洪水管理をおこなうには、河川流域を統合されたシステ

ムとして捉えるべきであり、社会経済活動、土地利用の形態、水文・地形学的な変化などは、

そのシステムを構成する要素として認識する必要がある。また取りうる全ての対策について、

その取組みに一貫性のあることが必要となる。水資源開発を計画するにあたっては、洪水と

渇水を区別して考えるのではなく、水文循環全体を考慮に入れる必要がある。 

 統合洪水管理の目的は、機能的に優れた統合的な手法を洪水管理に導入することであり、

このためにはさまざまな関連する部門間のつながりが非常に重要になってくる。したがって

ここで重要な鍵となるのが各組織の枠を越えた連携と調整であり、多くの組織では、その権

限が河川流域の一部のみに限られることもあれば、流域界を大きく越えることもあることに

留意する必要がある。組織および専門分野の枠を越えた効果的な意思疎通が統合の核として

存在し、これは共通の利益への認識があって初めて実現することができる。さまざまな選択

肢とその相対的な長所と短所を評価することの重要性を認識しつつ、（さまざまな自然、社

会、文化や経済状況による特徴をもつ）それぞれの洪水常襲地域に合わせた柔軟性のある戦

略を採用することに重点を置く必要がある。 

 意思決定過程に利害関係者の代表を含める、参加型で透明性の高い取組み方法が、統合洪

水管理のもう一つの重要な要素である。住民参加の度合いは地域によって異なり得る。しか

しながら、このような利害関係者の参加が、必然的に合意を生み出すとは考えてはならない。

そのため紛争の解決方法（可能であれば公的な紛争解決の制度）を確立する必要がある。こ

こでの大きな課題は、洪水管理が主要な目的の一つとなっているときに、活動全体への資金

供給のあり方について、いかに合意を形成するのか、そしていかにこの合意形成を利害関係

者間の対話を通じておこなうか－特にこの様なやり方が一般的でないところで－という所に

ある。 
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1．はじめに
 

資源が過剰もしくは過少な状況となって、洪水または渇水が生じるような極端に

異常な降水現象の繰返しは、自然の気候変動の通常の要素であり、しばしば社会

経済や環境に大規模な影響を及ぼす。洪水および渇水がもたらす悪影響として、

人命と財産の損失、人や動物の集団移動、環境悪化、および食糧、エネルギー、水、そのほ

かの物資の不足が挙げられる。このような自然災害に対する社会の脆弱性の度合いは発展途

上国においてもっとも高く、とりわけ必要に迫られてもっとも脆弱な地域に住むことを余儀

なくされている貧困層が最も被害を受けることが多い。 

 2002年8月から9月にかけてヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首

脳会議（WSSD）」の実施計画では、「現在の傾向を逆転させ、土地および水資源の劣化を最

小限に抑えることを目的に、気候と気象に関する情報および予報の利用の改善、早期警報シ

ステム、土地および天然資源の管理、農業活動、生態系保全などの対策を通じて渇水と洪水

の影響を軽減する」必要性が強調された。これを受けて国際社会は、予防、軽減、備え、対

応および復旧を含む、脆弱性とリスクの管理に対処する統合的かつ包括的な手法に取り組ん

でいる。 

 統合水資源管理（IWRM）を通じた持続可能な開発は、公平、安全、および選択の自由のあ

る環境下において、すべての市民の生活状況が持続的に改善されることを目的としており、

このためには、土地と水の管理の調和と同様に、自然と人間のシステムの調和が必要となる。

しかしながら、統合水資源管理に関する既存の文献の多くは、水資源の洪水管理の側面に関

する問題を扱っていないため、この側面を取り扱うことへの理解を促進させる必要があるこ

とは明らかである。

 本書では、統合水資源管理の一部を構成する統合洪水管理（IFM）の概念を示すとともに、

洪水と開発プロセスの関係について述べる。まず、統合洪水管理の観点から従来の洪水対策

手法を見直し、氾濫原の管理者および意思決定者が直面する主要な課題を明らかにした上で、

統合洪水管理の基本的な考え方と必要とされる事項を説明する。本書には、統合洪水管理の

さまざまな側面について、より詳しく解説する一連の補完文書を付すことにより、洪水管理

者や意思決定者が統合洪水管理の概念を具体化できるようにする。この一連の文書を理解す

るには、洪水管理の課題および統合水資源管理の概念を把握している必要がある。

 統合洪水管理の適用方法、場合によってはその基本理念自体、そして洪水問題の取り組み

方法は、洪水問題の性質、社会経済条件、及び社会が開発目標を達成するために負う、ある

いは負う準備ができているリスクの水準によって大きく左右される。したがって、統合洪水

管理を実際に適用するにあたって普遍的な方法はなく、個々の状況に適応させる必要がある。
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2．洪水と開発プロセス

 

会、地域社会、および家庭は、生活の質を改善するために、利用可能な天然資源や

資産を最大限に活用することを目指す。しかし、これらは洪水や渇水、景気後退、

内戦など、さまざまな自然および人為的擾乱の影響を受けざるをえない。このよう

な擾乱は、資産、あるいは所得増加に寄与する各要素に悪影響を及ぼす。資源、情報、およ

び開発政策の計画立案や実施に参加する権利という点で、すべての社会階層が生活の質を改

善するための機会を平等に有しているわけではないため、こうした擾乱がもたらす影響は社

会集団に応じて異なるものとなる。 

 自然災害は多大な困窮をもたらすが、これは特に、度重なる災害により低所得経済が大き

な圧力を受ける発展途上国において顕著である。統計によると、世界の全災害の約70%は水文

気象学的事象に関連するものであり、洪水は、人類に知られている最大の自然災害の一つで

ある。未収穫の作物、住居、社会基盤、機器、建物を破壊することによって、洪水損失は家

庭、地域社会および社会の資産基盤を弱体化させる。場合によっては、洪水の影響は、個々

の世帯レベルにとどまらず国全体に及ぶほど劇的となることもある。1982年にボリビアで発

生した洪水は、同国の国内総生産（GDP）の19.8%に相当する被害をもたらしたと報告されて

いる。しかし、洪水の影響は、全体として評価されるのではなく、個別の被害で評価されて

いるため、非常に狭い見方となっているとの議論がある。

 氾濫原の住民は、洪水など一連の擾乱にさらされるが、一方で大きな便益も受ける。氾濫

原には、長年にわたる洪水によって形成された肥沃で厚い沖積土壌があるが、これは高収穫

の確保にとって理想的であり、ほかのさまざまな擾乱に対する住民の脆弱性を低減するのに

も役立つ。また一般に氾濫原は、非常に高い人口密度を支えている。オランダやバングラデ

シュの人口密度が非常に高いことと、平方キロメートルあたりのGDPが高いのがオランダのよ

うに国土の大半を氾濫原が占める国であること（オランダの平方キロメートルあたりのGDP

は欧州最大である）は、まったくの偶然というわけではない。

 現在および将来の開発計画とその実施によって、どのように脆弱性とリスクが増大する、

あるいは増大する可能性があるのか明らかにするためには、洪水と開発過程、あるいは貧困

の相互関係を理解することが不可欠である。住民は、洪水にさらされているがゆえに貧困で

ある場合もあれば、貧困のためもっとも脆弱な土地に居住していることから洪水にさらされ

る場合もある。適切は対策方法は、どちらによるとして判断することが正しいかに応じて異

なる。さらに、資産基盤が脆弱で繁栄要素がほとんどない地域社会は、さまざまな擾乱にさ

らされており、その中には洪水よりも大きな影響をもたらすものがあるのかもしれない。あ

らゆるレベルの意思決定者および開発計画者は、このような側面に注意を払う必要がある。

 洪水による損失の犠牲者となる可能性を示す「脆弱性」は、洪水の危険性の大きさに対す

る、洪水に対処するために利用可能な資産を動員する能力の関数である。より一般的には、

外部の擾乱に直面して生活の質を維持または改善する社会の能力は、擾乱がもたらす影響の

程度を軽減するか、あるいは擾乱への対処能力を強化することによって高めることができる

といえる。
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3．従来の洪水管理対策
 

来、洪水管理は基本的に、問題が発生してからの対応であり、通常、大規模な洪水

が発生した後に急遽プロジェクトが実施されている。また問題点およびその解決策

は、上下流域に与える影響を考慮しないままに自明なものと見なしてきた。このよ

うに、さまざまな対策を通じて洪水氾濫を軽減し、洪水被害の影響の受けやすさを低減する

ことが洪水管理の中で重視されてきた。こうした洪水管理対策を分類する方法はいくつもあ

る。構造物対策と非構造物対策、物理的対策と制度的対策、洪水前、洪水時、および洪水後

に実施する対策などがあり、これらの分類は一部重複する。

 下記の洪水管理対策については詳述しない。洪水管理に統合的手法を採用する場合に有効

な関連対策についてのみ述べる。

●流出低減のための発生源対策（透水性舗装、植林など）

●流出の貯留（洪水調節池、湿地、貯水池など）

●河川の流下能力の強化（分水路、河床掘削、河道拡幅など）

●河川と住民の分離（土地利用管理、堤防、構造物の耐水化、家屋のかさ上げなど）

●洪水時の緊急対応（洪水警報、堤防のかさ上げや強化の緊急工事、耐水化、避難など）

●洪水からの復旧（カウンセリング、補償、あるいは保険） 

 発生源対策は、土壌内あるいは土壌を通過しての貯留という形を取り、降雨に始まる流出

過程での対策を含む。発生源対策は通常、この対策が侵食過程、到達時間、および蒸発散量

に及ぼす影響と併せて検討される。発生源対策の有効性を評価する際には、洪水前の条件（た

とえば凍土や飽和土）を考慮する必要がある。したがって、ある種の発生源対策や、植林の

ようなほかの種類での土地利用変更においては、雨水を吸収または貯留する能力が、それま

での流域条件によって左右される点が、有効性を減らす潜在的要素となる。

 洪水がもたらす問題を軽減するための従来の手法では、洪水への対処を容易にするために、

水位上昇速度の低下、洪水ピークの遅延、ピーク水位の低下など、洪水状況の緩和が試みら

れる。通常、洪水のピーク流量を低減するためには、ダムや洪水調節池による地表水の貯留

が採用される。多くの場合、このような貯水池は多目的であり、用途が競合する状況におい

ては、洪水調節専用の容量が最初に犠牲となって減らされる可能性がある。また、貯留施設

が小規模な洪水の発生を完全に解消してしまうことによって、その場所における安全性に関

する誤った認識をもたらす。貯留は、ほかの構造物・非構造物対策と適切に組み合わせて利

用しなければならない。

 堤防は、すでに土地利用が集中している氾濫原にもっとも適している方法と考えられてい

る。しかし、自然地形における諸事象を犠牲にして河川の流下能力を増大させることは、ほ

かの河川利用に影響を及ぼし、問題の先送りや、他の場所へ問題を転嫁することとなる。ま

た、河床掘削も地域の地下水の流況に影響を与える可能性がある。 

 氾濫原における著しい開発が望ましくない場所では、一般に土地利用管理が採用される。

別の場所での開発を誘導するようなインセンティブを提供するほうが、単にその氾濫原にお

ける開発を禁止しようとするよりも効果的な可能性があるが、しかし、土地が開発圧力（特

に非公式の開発による）にさらされている場合には、このような計画抑制策が有効となる可

能性は低い。構造物の耐水化や家屋のかさ上げは、開発があまり進んでおらず資産が分散し

ている場合、あるいは警報時間が短い場合に、もっとも適切であると考えられる。洪水常襲
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地域では、社会基盤施設や通信回線の耐水化によって、洪水による経済活動への影響を緩和

することができる。 

 洪水警報と適時の緊急活動は、あらゆる種類の対策を補完する。明確かつ正確な警戒情報

と地域社会の意識向上を組み合わせることによって、洪水時における自主的な行動のために

最善の準備をおこなうことができる。危険要素が災害と化すのを許さないということを望ん

での目標をうまく達成するには、公教育に危険警報に関するプログラムを導入することが重

要である。フラッシュフラッド（山間部等でおこる急激な増水による洪水）は、人命に対し

てもっとも大きな危険をもたらすが、フラッシュフラッドが頻発する流域では、警報の伝達

に時間がかかる通常の洪水警報システムに頼るのは賢明ではない。 

 避難は、緊急計画の不可欠な要素である。状況に応じて、高所（高台にある避難所など）

または外部への避難が考えられる。一般に外部への避難が必要となるのは、水位が高く、流

速が速く、建物が脆弱な場合（たとえば、石造やコンクリート構造ではない場合）である。

外部への避難を成功させるためには、事前に計画を立てるとともに、関係住民が洪水緊急時

になすべきことを理解していなければならない。効率的な避難を実施するためには、地域社

会が計画立案段階から積極的に参加することが不可欠である。 
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4．洪水管理の課題
 

生活の保障

 人口増加と経済成長は、流域の天然資源にとって大きな圧力となる。人口増加による圧力

および社会基盤施設の建設によって、氾濫原における経済活動が活発化すると、洪水のリス

クはさらに増大する。多くの場合、氾濫原は上質で技術的に容易な生計の機会を提供する。

農業経済を基幹とする発展途上国では、食糧確保は生活の保障と同義である。氾濫原はこれ

らの国の住民の食糧生産に大きく寄与し、栄養確保に役立っている。仮想の水取引‐及びそ

れによって想定される洪水・渇水常襲地域への依存度の低減‐によって食糧確保の問題への

取組みが可能だと主張できたとしても、生計確保の問題には対応できない。限られた土地資

源の利用をめぐる競争においては、主に氾濫原に居住する弱者層が、政策の実施によってさ

らに不利になったり、生活手段の機会を減少させられたりすることのないように保証する必

要がある。

 発展途上国における人口増加および氾濫原に位置する都市部への無計画で大規模な人口流

入は、社会の最貧層の洪水に対する脆弱性を高めている。このような最貧層は、保健・衛生

施設の欠如による不利益も被るため、災害および被災後の事態に対する脆弱性がもっとも高

い。このような社会集団の要請への対応を強調する必要がある。

流域アプローチの必要性

 河川流域は、陸域と水域の環境が相互に作用を続ける動的システムである（図1）。この相

互作用には、水だけでなく土壌／堆積物および汚染／栄養物質も関わっており、また時間及

び空間の両面で動的なシステムである。河川流域全体としての機能は、これらの相互作用の

性質や範囲によって決まる。

 鉱業、農業、都市化のような経済活動の増大は大規模な森林伐採を招き、その結果、集水

区域から、より多くの土砂流出が生じることとなった。また、丘陵地での自然および人間活

動に起因する地すべりによって、河川に堆積物が集積し、それによって河川の自然な流況が

乱されている。堆積物の大半は海に運ばれるものの、かなりの量が河道内に堆積し、流下能

力を低下させる。長年にわたってこれが続くと、河川の一部が周囲の氾濫原よりも高くなる

こともある。

 比較的小規模な流域において大規模な都市化がおこなわれると、洪水のピーク流量が増大

し、洪水到達時間は短縮する。これは、都市化された流域の土地利用（屋根、舗装道路、そ

のほかの不透水面からなる）によって地表流が増加し、地下水涵養量や蒸発散量が減少する

ためである。残念ながら、都市の排水設計は、排水管や水路網を利用してできる限りすみや

かに都市の地表から水を排除するという原則に従うことが多いため、下流域ではピーク流量

が増加し、洪水に備える時間が減少することとなる。低地および沿岸域では、道路や鉄道の

ための盛土及びこれに類する基盤施設が、洪水流に対する障害物となり、その結果、上流側

の洪水の状態を悪化させる可能性がある。同様に、舟運のための改善策が生物多様性に深刻

な影響を与えたり、洪水の危険性を高めたりする可能性もある。これらや、他の競合する要

求に対応するために、洪水管理における統合的な流域での対応が洪水管理には必要とされて

いる。 
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図１．水陸間の相互作用 

 

洪水に対する絶対的な安全は神話である

 洪水の完全な防御は、技術的に実現不可能で、経済的・環境的にも実行不可能である。洪

水防御の設計基準を定めるという考えには落し穴があり、誤解を招きやすい。このような基

準は、一部ではなくすべての洪水を管理するという原則には沿わないからである。また異常

洪水の規模の評価は大変不正確であるうえ、気候変動に伴い将来修正されるであろうことを

考えると、基準を設定することによって、誤解を生じさせることとなる。

 大規模洪水に対する防御策を策定するか否かについても、一種の葛藤が存在する。発生頻

度の高い洪水による被害が軽減されることによって、より大規模な洪水が発生した際に、か

えって甚大な被害を受ける危険性が高まる可能性がある。また、理論上の設計基準を下回る

洪水によって被害を受ける可能性も考慮する必要がある。堤防や分水路などの構造物の中に

は、長期にわたって使用されていないか、あるいは財源不足のために、適切に維持管理され

ておらず、設計基準を下回る規模の洪水でも破壊される可能性がある。このような可能性の

評価に加えて、このような場合、どのように被害を受けるのか、またそのような状況をいか

に管理するのかという点も検討しなければならない。 

 洪水時の緊急対応は、ほかのあらゆる災害と同様に、事象の発生頻度によって決まる。一

般に、大規模洪水の発生から数年後に再び大規模洪水が発生した場合、各機関および住民は

より十分な準備をおこない、前回の洪水から学んだ教訓を生かすことから、被害は前回の洪

水よりも小さくなる。 
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生態系アプローチ

 河川、湿地帯、河口域を含む河川の水生生態系は、清浄な飲料水、食糧、材料、浄水、洪

水軽減、レクリエーションの機会などをもたらすことにより、人々に多くの便益をもたらし

ている。水量と水質、流れる時期、その期間の変動は、多くの場合、河川生態系の維持に不

可欠である。たとえば洪水は、魚類の産卵場所を維持し、魚類の移動を助け、土砂、堆積物、

および塩類を洗い流すのに役立つ。これは特に、渇水期の前に季節的な洪水が発生する乾燥

気候の地域において顕著である。異なる洪水管理対策に応じて生態系はさまざまな影響を受

けるが、同時に生態系の変化は、洪水の状況と特徴および河川の挙動に大きな影響をもたら

す。 

 洪水管理対策の中には、氾濫原周辺の湿地帯の洪水頻度を減少させることによって、河川

生態系に負の影響を与えるものもある。湿地帯では頻繁に生じる洪水によって、その多様な

動植物相が維持されるからである。このような状況においては、高い頻度で起こる規模の洪

水に変化を生じさせることは、これまでの洪水によって発達してきた生態系を損なうことと

なるため、回避することが望ましい。望ましいのは、極端な規模の洪水の発生を減らすこと

である。したがって、流域内で競合する利害を調整する際には、社会への便益を最大化する

とともに健全な河川生態系を維持できるよう、流域内で必要とされる流れの規模や変動を決

定する必要がある。

 生態系アプローチとは、土地、水、生物資源の統合管理のための戦略であり、これらの保

全および持続的な利用を、公平性に配慮しながら推進する。統合洪水管理手法は、流域全体

の生態系を一つの単位と見なし、流域における経済活動の影響を全体として評価することに

よって、生態系アプローチの基本原則を満たすものである。それは同時に、管理を適切な最

低レベルまで分権化することを支持する。洪水管理対策における環境の持続性は、統合洪水

管理の前提条件の一つである。

気候の変わりやすさと変動

 大気循環モデルによると、気候変動の結果、モンスーンの強度と継続時間のパターンが変

化する可能性がある。このことは、フラッシュフラッドや季節的な洪水の増加を示唆してい

るが、それが必ずしも一様に増加するとは限らない。これらが社会基盤施設に関わる計画洪

水の決定に及ぼす影響は、それに伴う経済原則によって決まる。陸地を襲う高潮の数も増加

する可能性がある。海面が上昇し、洪水の影響は河口域だけでなく、河床勾配の変化によっ

てさらに内陸まで及ぶ可能性がある。

 洪水警報は、気候の変わりやすさに対応する手法の好例である。課題は、特定の地点で将

来的に何が発生するかを、既に発生している事象にもとづいて予測することである。このと

き、洪水の起こりやすさは、しばしば変化することに注意する。流域内の土地利用の変更も、

流出、ひいては所定の規模の洪水の起こりやすさに影響を与える。この影響は、小規模で都

市化の進んだ流域においてもっとも顕著である。

意思決定過程の変化

 上記のことと並んで、意思決定過程においても多くの変化が生じている。経済効率を重視

する一次元的な意思決定から、往々にして競合する複数の目的を追求する多次元的な意思決

定へ次第に移行しつつある。さまざまな利害関係者の参加は、より適切な意思決定の中核を

成すと見なされる。
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 従来、洪水の危険性は、河川の特定の場所において、想定した規模を超える洪水が発生す

る確率で示されてきた。現在の考え方では、気象現象とその時点までの状況にもとづいて、

洪水をもたらすこととなる一連の現象と、その発生確率を分析することに重点がおかれるよ

うになった。たとえば、所定の規模の暴風雨が流域に及ぼす影響は、その暴風雨が流域のど

の部分で発生するかによって左右される。同様に、流域からの流出グラフの形状は、降雨前

線の移動方向に左右されることがある。このように考えたとき、ある現象により引き起こさ

れる結果は、単にその規模だけではなく、それ以前に発生したことによっても影響される。

たとえば、先行する降雨の結果として土壌がすでに飽和していた場合、雨水が地表を流下し

て河川流量を増加させる割合は、土壌が多少湿っていた場合よりも高くなる。このような危

機管理手法は、意思決定に次第に採り入れられつつある。

リスク管理

 現代社会は「リスク社会」と言われている。不確実性およびリスクの管理は、不都合なも

のとしてではなく、選択肢の特性を定義するものと認識されている。「リスク」は、社会的・

経済的な活動の過程で累積した、もしくは短期的な影響の結果として生じた、社会を構成す

る要素と認識され、社会にとってやっかいとみなされる状況と定義されている。したがって、

リスク管理は開発過程での必要な要素であり、持続可能な開発を実現するうえで不可欠であ

る。洪水のリスクは、水文学的な不確実性と関係がある。現在の状況に関するわれわれの知

識は不完全であり、一般的に、進行中の過程の因果関係の一部しか理解できていない。将来

の変化は偶発的（たとえば気候の変わりやすさ）、系統的（たとえば気候変動）、もしくは

周期的（たとえばエルニーニョ）であるため、その変化の度合いを確実に予測することはで

きない。しかし、水文学的不確実性は、おそらくは社会的・経済的・政治的不確実性に比べ

れば副次的である。たとえば、もっとも大きな予測不可能な変化は、人口増加や経済活動の

結果として生じると考えられる。 

 開発の必要性とリスクの均衡を図ることは不可欠である。このことは、たとえば人口密度

の低いミシシッピ川の氾濫原やホンジュラスの山間部であろうと、人口密度の高いバングラ

デシュのデルタ地域であろうと、世界中で人々が洪水常襲地域から離れないこと、場合によ

っては離れられないことからも明らかである。したがって、人命や財産が大きなリスクにさ

らされるとしても、氾濫原での生活を持続可能にする方法を見いだす必要がある。これは、

洪水の統合管理を通じて取り組むことができるものである。
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5．統合洪水管理‐概念
 

統合水資源管理

合水資源管理の原則は、ダブリン会議（1992年）以来その内容が受け入れられてい

る。その後の会合（たとえば、2001年の「21世紀の水の安全保障に関するハーグ閣

僚宣言」など）においても、統合水資源管理は持続可能な開発にとって必要な基準

であることが繰り返し強調されてきた。

 世界水パートナーシップ（GWP）では、「統合水資源管理とは、水、土地ならびにそれらに

関連する資源について、調整の取れた管理および開発を促進するプロセスであり、欠かすこ

とのできない生態系の持続性が損なわれないようにしつつ、結果として得られる経済的・社

会的福利を公平な形で最大化する事を目指すものである。」としている。持続可能で効果的

な水資源の管理では、社会経済の発展と自然生態系の保護をつなげるとともに、土地利用と

水利用の管理を適切に連携させる、全体的手法が必要である。したがって、持続可能な開発

を達成するうえで重要な事項となる、洪水や渇水のような水に関連する災害についても、水

資源管理の一環として統合される必要がある。

統合洪水管理の定義

 統合洪水管理とは、洪水管理を断片的でなく、統合的な手法で促進する過程をいう。これ

は、統合水資源管理の枠組のもと、河川流域内の土地資源と水資源の開発を統合し、氾濫原

から得られる便益を全体として最大化するとともに、洪水による人命の損失を最小化するこ

とである。

 世界的に、土地、特に耕作に適する土地、および水資源が不足している中、もっとも生産

性の高い耕作地は氾濫原に位置している。河川流域全体の資源の効率的利用を最大化するた

めの政策を実施しようとすると、氾濫原における生産性を維持または増大させるための取組

みを行う必要がある。一方で、洪水による経済的損失や人命の損失を無視することはできな

い。洪水による問題点のみを切り離して扱うと、ほとんど必然的に、断片的で局所的な取組

みが取られることとなる。統合洪水管理は、従来の断片的な洪水管理手法からの根本的な転

換を求めるものである。

 統合洪水管理において、河川流域は、陸域と水域の間でさまざまな相互作用と変化が生じ

る動的なシステムとして認識されている。統合洪水管理では、河川流域はいかにあるべきか

について考えることが出発点となる。持続可能な生計の考え方を取り入れようとするならば、

河川流域システムの能力を全体として高める機会を見いだす取り組み方を求めていくことに

なる。河川から沿岸域へと向かう水、土砂、および汚染物質の流れ（しばしば内陸何十キロ

もの範囲にわたって運ばれ、流域の大部分を覆う）は、重大な影響をもたらすことがある。

河口域は河川流域と沿岸域の重なり合う場所であるため、統合洪水管理に沿岸域管理を組み

込むことは重要である。図2に、統合洪水管理モデルを示す。

 したがって、水域環境と陸域環境の相互作用の変化により便益と損失が生じることや、開

発の必要性と洪水による損失の双方を考慮する必要があることを認識しつつ、河川流域全体

としての機能を向上させるように努めなければならない。統合洪水管理の目的は、洪水によ

る損失を低減するだけでなく、特に土地資源が限られている場合、氾濫原の効率的利用を最

大化することでもあるという点を認識しなければならない。人命の損失を低減させることが
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依然として最優先事項である一方、氾濫原の最適利用という全体としての目標のもとでは、

洪水による損失の低減は二次的な目標とすべきである。言い換えれば、流域一般、特に氾濫

原の効率的利用が進むに従い、洪水による損失も増大する可能性がある。

統合洪水管理の構成要素 

 統合洪水管理を明確に特徴付けるものは統合であり、これは同時にさまざまな形で表現さ

れる。たとえば、戦略、対策の項目、対策の種類（構造物対策または非構造物対策）、短期

的または長期的対策、および参加型で透明性の高い意思決定手法（特に、組織の統合と既存

の組織構造の下での意思決定と具体化に関して）における適切な組合せである。 

 

図２．統合洪水管理モデル

 

 したがって、統合洪水管理計画は下記の五つの要点を示さなければならない。これらは、

統合水資源管理手法の枠組みの中で洪水を管理する上で、必然的に従うべき要素であると考

えられる。

●水循環全体としての管理

●土地と水を統合した管理

●戦略の最適な組合せの採用

●参加型手法の確立

●危険要素を統合した管理手法の採用 

水循環全体としての管理

 水は有限かつ脆弱な資源であるという認識のもと、水資源管理、洪水管理、および渇水管

理を別々に行わないようにする必要がある。洪水流の有効活用や洪水の有益な面を最大化す
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ることによって、洪水管理計画に渇水管理を組み込む必要がある。特に乾燥および半乾燥気

候においては、洪水は基本的に水資源となる。ほとんどの期間において流水は本来水資源と

なり、それが問題となるのは極端な状況のときだけである。国や地方の水管理計画において

は、洪水流の肯定的な効果を認識しなければならない。地下水と洪水流は相互に繋がった資

源として扱い、地下水涵養のための氾濫原の貯留能力の役割を考慮すべきである。沖積氾濫

原は、洪水流による地下水涵養の機能が特に大きい。特定の地質条件下での、人工涵養を促

進する可能性を模索し、活用する必要がある。洪水流の一部を植生用の水として貯留する可

能性も追求すべきである。ただし、流出の状況を変化させる可能性のある対策を検討する際

には、その影響を総合的に考慮する必要がある。たとえば、雨期の流出量を減少させる対策

がほかの季節の流出量も減少させる場合、それは逆効果となるであろう。

 さらに、設計洪水防御規模までの一部の洪水だけを対象とするのでは無く、全ての洪水を

管理する必要があり、また、施設の損傷に対応する計画も立案する必要がある。設計基準を

上回る洪水が発生した場合、何が生じるのか、またそのような洪水をいかに管理するかにつ

いて明らかにしておく必要がある。このような異常洪水では、重要な地域を保護するために、

洪水を貯留する場所として犠牲にせざるを得ない地域を明確に特定する必要がある。 

 より積極的には、色々な機能の枠を越えた統合管理の導入により、複合的な便益を得るこ

とが出来る可能性があることを意味する。これは、もはやそれ自体は洪水軽減計画としてで

はなく、もっぱら対策手法を意味するが、その目的の一つ（おそらくそれは主な目的である）

は、洪水氾濫のリスクとその洪水による影響（あるいはそのどちらか一方）を変えることで

あろう。また、いくつかの異なる目的に同時に役立つ対策（たとえば、河川の水質を改善す

ると同時に流量変動の管理も改善する）が求められる。したがって、統合洪水管理では、範

囲の経済性（例：様々な機能を統合することによる）と規模の経済性（例：河川流域全体を

対象とすることによる）の両効果が期待される。しかしながら、このような複数の選択肢の

ある対策においては、利害の対立に焦点をあてる必要がある。 

土地と水を統合した管理

 土地利用計画と水管理は、計画の一貫性を確保するために、土地管理機関と水管理機関の

協力によって一つの統合された計画としなければならない。この統合の理由は、土地利用が

水量と水質の双方に影響するためである。河川流域管理の三つの基本要素、すなわち水量、

水質、および侵食・堆積作用は本質的に関連しており、このことが、統合洪水管理で河川流

域を基本とした手法が採用される重要な理由である。

 上流域の土地利用が変更されると、洪水の特徴およびそれに伴う水質と土砂移動の特徴が

劇的に変化する可能性がある。上流域の都市化は、下流区間における洪水ピーク流量の増加

やその早期発生を引き起こすことがある。洪水の軽減において重要な役割を果たす低地の窪

地を固形廃棄物の投棄に利用すると、洪水時に衛生状態を悪化させ、また下流域の洪水ピー

クを増大させるおそれがある。過去こうした関連性を無視したことが失敗につながった。河

川流域での活動を、いくつかの異なる方法で同時に改善することによる相乗効果を引き出す

ために、このような関連性を認識、理解し、考慮する必要がある。しかし、このような潜在

的な相乗効果を活用するためには、局地的な問題を個別に解決しようとするのではなく、河

川流域開発の問題を全体として捉える広い視野が求められる。

 洪水管理に機能本位な取り組み方を採用することで、問題点に応じての方向付けが必然的

な結果になると言ってもよい。より広い視野を持つことによって初めて、流域全体の能力を

高める方法を模索するなかでの一つの機会として問題のある状況を受け止めることができる

のである。
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戦略の最適な組合せの採用

 洪水管理の取り組みにおいて一般に利用される戦略と手法を表1に示す。戦略の採用は、河

川および地域の水文学的・水理学的特性によって大きく左右される。河川流域において適切

と考えられる戦略あるいは複数の戦略の組合せを決定するための三つの関連する要素は、気

候、流域の特徴、および地域の社会経済条件である。これらによって、発生する洪水の性質

とその影響が決定される。

 戦略 手法 

 洪水氾濫の軽減 

 

 

 

 

被害に対する脆弱性の低減 

 

 

 

 

 

洪水による影響の軽減 

 

 

 

氾濫原の天然資源の保全 

ダムと貯水池 

各種堤防 

洪水の分流 

流域管理 

水路の整備 

氾濫原での規制 

開発と再開発に関する政策 

施設の設計と立地 

住宅と建築に関する基準 

耐水化 

洪水予警報 

情報と教育 

災害準備 

洪水後の復旧 

洪水保険 

氾濫原の用途分類と規制 

表１．洪水管理の戦略と手法

 

 異なった状況や国によって、まったく異なる戦略が適している可能性がある。しかし多く

の場合、相互補完的な手法の組合せ、すなわち洪水の進行過程における、いくつかの段階で

の対策を含んだ階層的な取り組みが戦略には盛り込まれることとなる。異なった手法により

効果が異なることも、階層的な洪水管理戦略を盛り込むことが多くの場合望ましい戦略であ

ることを示している。 

 さらに、将来のことは必然的に不確実であるという事実にもとづくならば、最適な解決策

を追求するのは論理的ではない。完全で厳密かつ正確な知識がない限り、最適性は得られな

いからである。それよりもむしろ、柔軟性があり、変化する状況に適合できる、弾力的な対

処方法を追求すべきである。このような戦略は、与えられた条件に適した階層的な戦略を策

定するのに利用される手法を組合せることによって、多面的なものとなる。 

 全体から切り離された視点を持たないようにするとともに、ある対策は常に適切であるが、

ほかの対策は常に不適切であるという思い込みに陥らないことが重要である。それよりもむ

しろ、全体の状況を把握し、利用可能な手法を比較して、特定の状況にもっとも適した戦略

あるいは戦略の組合せを選択する必要がある。さまざまな構造物・非構造物対策の長所と短

所を認識しつつ、両者の適切な組合せを評価、採用、実施する必要がある。新たな危険要素
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をもたらしたり、問題が生じる時間や場所を、時にはほんの一時的に、変化させたりするよ

うな対策には注意する必要がある。 

 堤防などの構造物対策や植林などの非構造物対策によって洪水を軽減し、リスクを低減す

るための戦略は、氾濫原の住民の安全性をある程度までしか改善しないことがわかっている。

防御が失敗すると、氾濫原の利用者による投資が増大しているだけに、損害は数倍に膨れ上

がる可能性がある。世界中の多くの社会およびさまざまな状況において、リスクを低減する

ための費用（ほとんどの場合、多額の費用を要する構造物対策の採用や「危険にさらされて

いる」土地利用を移転することを目的とする政策を通じて実施される）があまりに高額とな

るか、あるいはこのような対策の副次的影響が環境に多大な被害をもたらしたり、社会の開

発目標と相反したりしている。このような場合、災害準備や洪水時の緊急対応によって脆弱

性を低減させる戦略が必要となる。 

 充分に正確で信頼できる予測にもとづく適切な災害対応計画が策定され、十分な訓練が実

施されるなら、人命と財産の損失は回避できる。想定した確率での洪水氾濫リスクにさらさ

れる地域を表示した、氾濫原の用途規制地図は、発生し得る危険要素に対する最も進んだ手

段での警告をもたらすとともに、これらの地域への投資に関する意思決定にも役立つ。しか

し、氾濫原の用途区分は、特に人口圧力や無計画な開発にさらされている発展途上の経済に

おいては限界がある。 

 一つ注意し、防がなければいけないことは、特に異常洪水後において、長期的対策のみを

採用してしまうことである。利害関係者、特に洪水の影響を直接受けた者が、短期的対策に

よって迅速に安全を確保できるような戦略を首尾よく策定することが重要である。したがっ

て、全体的な計画の中に長期的対策と短期的対策の双方を組み込む必要がある。 

参加型手法の確立

 リオ会議で合意された持続可能な開発の定義は、二つの明確な条件を規定している。すな

わち、あらゆるレベルの意思決定への住民の参加と女性の役割の認識である。 

利害関係者の特定と参加：統合洪水管理は、統合水資源管理と同様に、あらゆるレベルの利

用者、計画立案者、および政策立案者による参加型手法を基本とすべきである。参加型手法

を実現するためには、公開性、透明性、包括性、および情報伝達性が求められるとともに、

計画立案と実施段階において、十分な住民との協議と利害関係者の参加を伴う意思決定の役

割分担が必要となる。河川流域のさまざまな地域を代表する上・下流域のすべての利害関係

者が参加する必要がある。利害関係者間の協議における議論の中心は、「目的は何か」では

なく「目的はいかにあるべきか」となることが多い。この議論には次の二つの側面がある。

一つは、誰が意思決定をおこなう立場にあるのか、その立場の正当性は何によるものか、ま

たいかなる権利によって発言権を与えられているのかということである。もう一つは、いか

にして有力者が議論を支配しないようにするのかということである。 

 統合洪水管理を実現するための対話／意思決定過程では、適切な範囲の利害関係者の代表

の参加が不可欠である。洪水およびその対策がもたらす影響は、世帯の構成員によって、ま

た地域社会での立場によって異なることが多い。女性は主に育児や健康管理の役割を果たす

ため、一般に洪水からの復旧における負担が過剰になる。また、女性は水の供給、管理、確

保において中心的な役割を果たしており、洪水への対処における女性の特別な要求事項を制

度的取決めに反映させておく必要がある。統合洪水管理は、ジェンダー（性）への考慮を基

本とし、宗教や文化の相違を視野に入れたものとしなければならない。少数民族／先住民や

社会的弱者の参加も保証しなければならない。将来の洪水に備えての、洪水時と洪水後のリ
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スク軽減対策の計画策定と実施においては、子供や高齢者など、そのほかの社会的弱者の利

害に特に配慮する必要がある。参加の形態は、当該社会の社会的・政治的・文化的状況によ

って異なるであろう。また参加は、民主的に選出された代表者や代弁者を通してや、水利用

者組合や森林組合などさまざまな利用者団体を通して行われる場合等がある。統合水資源管

理と統合洪水管理は別個の課題ではなく、通常、社会の一般的特徴や問題を反映するもので

あるがゆえに、利害関係者の参加形態として採用される方法は、個々の状況に応じて異なる

ものとなる。 

 ボトムアップとトップダウン：極端な「ボトムアップ」手法の採用は、統合ではなく分裂

の危険をもたらす。一方、過去の「トップダウン」手法の試みから得られた教訓は、地方の

機関や団体が、流域の全体的管理に責任を負うとされる組織の意図を覆すことに、多大な努

力を払う傾向があることを明確に示している。両者の手法を適切に組合せることにより、各々

の長所を生かすことが重要である。 

機関間の相乗効果の統合：すべての機関には、必然的に地理的及び職務上の枠が存在する。

意思決定過程においては、あらゆる部門の意見と利害が提示される必要がある。農業、都市

開発、流域開発、鉱工業、運輸、上下水道、貧困削減、衛生、環境、林業、漁業、および関

連するほかのすべての分野に携わる、地方、地域、ならびに国の開発機関・省庁によるすべ

ての活動は、高度なレベルでの調整が行われなければならない。課題は、職務および行政の

枠を越えた調整と協力を促進することである。河川流域機関は、このような調整と統合に適

した場を提供することができる。このようなことの好例は、既存の機関間でこのような調整

および協力関係の構築を追求せざるを得ないような状況において見いだせることが多い。 

危機要素を統合した管理手法の採用

 地域社会は、様々な自然および人為による危険要素やリスクにさらされている。災害管理

戦略を成功裏に実施するには、幅広い分野の活動や機関が参加する必要がある。災害管理戦

略には、個人、世帯、地域社会に加えて、研究機関、政府、ボランティア団体といった市民

社会の横断的な組織も参加する。これらすべての機関は、警報を予防活動に結び付けるうえ

で不可欠な役割を果たす。災害管理計画を確実に実施するためには、異なった専門性を含め

たすべての分野の構成員が策定過程に参加するとともに活動を行わなければならない。 

 災害軽減が成功するか否かは、適切な戦略の採用、実行、および災害に対する備えに関す

る住民の理解度にかかっている。あらゆる災害対応を包括した統合的な自然災害の影響緩和

策（「全災害」に対する緊急計画および管理）は、災害ごとに個別の取り組みを行うよりも

望ましく、それゆえ統合洪水管理は、より幅の広い危機管理システムに組み込まれるべきで

ある。これによって組織的な情報交換や効果的な組織関係の構成が促進される。統合的手法

による取り組みは、人命に対する共通のリスクへの対処方法を改善し、資源と人材を有効活

用するという利点があり、さらに、緊急対応計画、予防、復旧、および災害緩和計画ととも

に、開発に関する事柄を含めることとなる。したがって、自然災害管理に関連する、国や地

方のすべての計画における対応での一貫性が確保される。 

 早期予警報は、洪水を含むあらゆる自然災害が社会や経済に与える影響を低減するのに必

要な一連の対策につながる重要な要素である。しかし、これを効果的ならしめるためには、

あらゆる種類の自然災害に対する早期警報が、公式に指定された単一の機関により、法的に

付与された責任にもとづいて発令されなければならない。 
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6．統合洪水管理の実施
 

合洪水管理は基本的に統合水資源管理の一部であるが故に、同様な課題を抱える一

方、悲惨な洪水の後に早急な利便を求める欲求と圧力は、時間のかかる統合的な手

法による試みを脇へ追いやってしまうことがあるため、より困難を伴うかもしれな

い。統合洪水管理を効果的に実施するためには、特定の基本的情報および実施を促進する環

境を必要とする。これらの要件は、流域固有の水文気象学的・物理的条件、および対象地域

の文化と社会経済の相互関係や既存の開発計画によって左右される。 

法律と規則の裏づけのある明確で目的のはっきりした政策

 洪水問題の性質上、特に大規模な洪水の直後には、一度に競合する要求がなされたり、場

合によっては住民の強い要望を満たすために早急な対策が求められたりする。このような状

況下では、統合性が最初に犠牲にされがちである。このため、統合洪水管理の原則および実

践に政治が係わることが不可欠となる。統合洪水管理のために策定された戦略は、資源の計

画、配分、および管理のための具体的な政策の形にする必要がある。洪水管理を統合水資源

管理、ひいては社会的・経済的開発に結び付け、部門間の連携や利害関係者による参加の基

盤を確立するためには、政策、法律、および管理制度の大幅な見直しが必要となる。政府が

公にする目標としてかかげる明確で目的のはっきりした政策は、統合を進めることを可能な

らしめる適切な法律と規則に裏打ちされたものであり、統合洪水管理の前提条件となる。 

 気候の変わりやすさなどの自然の影響や、土地利用などの人為的影響を受けることを認識

しつつ、経済的・社会的福利を増大させるために、統合洪水管理はシステムおよびその相互

作用を修正していくものである。結果として期待されるのは、河川流域という幅広い視点の

もと地域の条件に適した手法であり、国の経済、社会、環境に関する全体の枠組みに適応し

た政策である。ここでは長期的な必要性を満たすとともに、異常洪水および通常の洪水の双

方に対処するための政策を、利害関係者がその過程に参加する機会を提供しつつ、策定し、

採用する必要がある。これらの政策は、氾濫原の区域規制や災害対応規則などの適切な法的

枠組みによって裏付けられなければならない。これらとは別に、統合水資源管理を実現する

ための基本的環境を整えるためには、水・土地利用の原則、水利権、および利害関係者の法

的立場を明確にする必要もある。 

 洪水管理部門において、特に発展途上国では、洪水関連の法律が制定された例や、さらに

重大なことに、そのような法律が実施された例は非常に少ない。国によっては河川の水と河

床を不可分なものとして取り扱っていないこともある。このことが氾濫原規制のメカニズム

にどのように影響するかを検討する必要がある。氾濫原の区域割りと規制、洪水災害管理に

関する法律、氾濫原の社会基盤施設の開発規制を整備する必要があり、これらを効果的に実

施するためには政治の関与が必要である。 

適切な連携を通じた組織構造 

 社会では責任の細分化と分担は避けられない。さらに組織には、組織でできること、その

ことから推測される組織でできないことを規定する公式・非公式な規則が存在する。このよ

うな規則は一般的に、その組織が活動できる地理的空間および従事することのできる職務と

目標を明確にしている。残念なことに、河川流域の地理的境界が、その流域の管理に携わる

組織の管轄区域と一致することはほとんどない。過去においては、河川はその中心線が政治

的実体間の重要な境界となるほど重要な障壁であった。また、世界中で流域の規模はさまざ
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まであることから、河川流域の大きさは、たとえば給水会社にとって適切ではないことが多

い。したがって、統合洪水管理の問題は、細分化された機関間の協力を通じて、包括的で調

整された管理をおこなうこととなる。 

 地域の天然資源（土地および水）と人間の能力を最大限活用することによって、国益、地

域の繁栄、および住民の福利の間で相互に便益をもたらすような相乗効果を実現することが

重要である。河川流域管理は、生態系保全の必要性に対処しつつ洪水や侵食の脅威と戦うた

めの長期的戦略である。しかし、流域レベルでの統合が、より広域なレベルでは最適なもの

ではなくなることがないよう注意しなければならない。河川流域の機能や、世帯および地域

社会の生計戦略を考慮するだけでなく、洪水管理を国や地域全体の開発戦略として扱う必要

がある。したがって、国の政策への統合という上向きの統合と、国や地域のさまざまな政策

間の水平方向の統合の双方が存在することがきわめて重要である。同時に、開発課題の特定

と対応、および開発計画の立案と実施における地方、地域、および国の組織の役割を明確に

しなければならない。 

地域社会に根ざした組織

 部門間の統合と調整には一定の妥協が必要である。さらに、利害関係者の参加を求めるた

めには、地域社会を基盤とする組織が必要となる。課題は、組織の職域を越えた調整と協力

により、地方レベルの組織が全面的に参加して流域レベルでの意思決定を行い、これらの組

織による実行を通じて、統合洪水管理を実現することである。 

 意思決定過程に「ボトムアップ」手法を組み込むためには、地域社会の参加を容易にする

ように既存の組織を改変する必要がある。統合洪水管理におけるきわめて重要な問題は、利

害関係者間の関係を円滑にすることであり、そのためには利害関係者の共通の基盤を確立す

る必要がある。 

 統合洪水管理にとって明白ではあるが危険な手法は、各地域で活動している（統合洪水管

理を採用した場合には、その中に含まれることとなる職務を実施している）すべての既存の

組織に指示を与えて洪水管理を実施する、新たな組織を設けることである。このような単純

化した手法によって水資源管理が成功するとは考えにくい。土地利用や水系の水文学的・水

理学的特性の間のさまざまな相互作用を考えると、河川流域機関による洪水管理が望ましい。

こうすることによって、地元の組織はみずからの活動が下流域の利害関係者に及ぼす影響を

無視できなくなる。既存の組織と地域社会の能力は、統合洪水管理の要求事項に合わせて強

化する必要がある。 

 多目的の対策においては、必ずしも合意が理想的に実現するとは限らないため、さまざま

な利用者団体や利害関係者間の対立を解消する必要がある。戦略を構成するさまざまな要素

や代替案の不確実性を考えると、最適な解決策はなかなか存在しない。合意形成と紛争管理

の仕組みをシステムに組み込まなければならない。 

情報の管理と交換

 合意を形成するためには、全ての利害関係者及び組織の、様々な見解を合理的かつ客観的

に理解、評価する能力をもって、彼らが全体論的手法の価値を認め、それを取り入れ、各々

の狭く短期的な関心を超えて先を見る能力を確立しなければならない。利害関係者の参加を

現実的で、効果的なものにするためには、利害関係者の能力を向上させるだけでなく、専門

家の助言や集積された知識による支援が必要となる。地域社会は、データや情報の収集、緊

急計画や災害後の対応の立案と実施に全面的に関与しなければならない。専門家と住民、政
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策立案者と管理者、研究者とボランティア団体、上流域と下流域の利用者、流域を共有する

すべての国と各種機関の間で、データ、情報、知識、経験を最も透明性の高い方法で共有・

交換することは、合意形成と紛争管理および選定された戦略の実施にとって不可欠な要素で

ある。国境を越えて洪水に関する情報を共有・交換することは、下流域での洪水予防計画の

実施にとって不可欠である。 

適切な経済的手段

 氾濫原での居住には危険が伴うため、その代償を支払わなければならない。そのような代

価は、経済的損失や機会に恵まれないという形で住民が負うとともに、政府の資金による防

御対策、救助、復旧活動を通じて一般納税者が負担することになる。どのような分担の形が

許容されるかは、その社会の社会的・経済的構造によって決まる。理想的には、リスクの分

担は、氾濫原居住者の経済活動の結果として一般納税者が受ける利益に見合ったものとしな

ければならない。政府が洪水軽減事業や洪水保険への補助金にどの程度支出するかについて

は議論の余地があり、政府の社会経済政策によって大きく左右される。統合洪水管理手法の

成功の鍵は、これらの経済的手段をいかに利用するかにある。 

 

7．最後に
 

統合洪水管理は、統合水資源管理の枠組みのもと、洪水が実際には便益をももたらすもので

あること、また洪水を完全に制御することは不可能であることを認識しつつ、洪水に対処す

るための政策、規制、財政、および物理的手法の組合せを利用した、広範な概念のうえに成

り立っている。なお本書では、実現可能な環境づくり、部門間・上下流域間の対話、国際河

川流域内における協力、組織と地域社会の能力育成など、統合洪水管理にとっても同様に重

要な、統合水資源管理を構成するさまざまな要素の詳細には立ち入っていないことに注意さ

れたい。 
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